
議案第８４号 

 

 

 三次市立学校設置条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。 

 

 

  令和８年６月１２日 

 

 

三次市長 福 岡 誠 志  

 

 

   三次市立学校設置条例の一部を改正する条例（案） 

 

 三次市立学校設置条例（平成１６年三次市条例第１１７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 別表第２に次のように加える。 

三次市立学びの多様化学校 三次市君田町東入君１０３６１番地２ 

   附 則 

 この条例は、令和９年４月１日から施行する。 


